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Ⅰ 法人経営に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する取組 

 

（１）組織運営の改善 

  ① 効率的かつ効果的な運営体制の構築 

■ 事務局において，総務事務等の共通業務について，システム導入やアウトソーシン

グ等による簡素化・効率化のための整理を進め，令和４年度中に必要な契約手続きや

事務手続きの見直しを行う。 

■ ２大学図書館の共同利用のほか，図書館システムの共通化等，引き続き効率的な運

営を図る。 

■ 県立広島大学と叡啓大学が連携して，相互の日本人学生・留学生の交流等の学生交

流を促進する。                             （71） 

 

② 資源配分の重点化 

■ 今後の大学改革の方向性について情報収集に努めるとともに，県立広島大学の学

部・学科等再編や叡啓大学の学年進行を踏まえ，適切な人員配置や財源配分に努める。 
                                     （72） 

 

③ コンプライアンスの確保 

■ 広島県公立大学法人業務方法書及び広島県公立大学法人内部統制基本方針並びに広島

県公立大学法人会計規程及び広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程等に

基づき，内部統制が有効に機能しているか否かの検証を行い，コンプライアンスの確保と

大学経営に係るリスクマネジメントに努める。 

■ 令和２年度の外部監査（財政的援助団体等監査及び出資法人検査）における指摘事項及

び令和３年度に発覚した研究費の不正使用が疑われる事案を踏まえ，法人における予算執

行や経費・会計処理の適切な執行の確保を図る。                 （73） 

 

（２）教職員の教育力等の向上 

④ 多様な教育・研究人材の確保 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 法人の教育，研究，地域貢献の機能向上を図るため，任期制や年俸制等の人事制度

を活用し，教育力や研究力等に優れた多様な経歴を有する教員を採用する。   （74） 

 

  ⑤ 教員業績評価制度の適切な運用 

 【県立広島大学】 

■ 教員業績評価制度の円滑な運用を図るとともに，課題等を踏まえた制度の改善に継

続的に取り組む。 

■ 新たな評価制度となる教員目標管理制度の導入について検討した上，この検討結果

を踏まえ，試行運用を開始する。 

 【叡啓大学】 

■ 令和３年度の教員業績評価制度の試行結果を踏まえ，制度の本格的な運用を開始す

るとともに，適宜制度の見直しに努める。                     （75） 

 

  ⑥ 教員の教育研究力等の向上 

 【県立広島大学】 

■ 教員の教育・研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため，ＦＤを着実に実

施するとともに，教員学外研修助成制度による学外研究機関への派遣を適切に実施す

る。 

■ 教員と職員との協働，学生支援の強化等に係る専門性の向上のため，教職員対象の
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ＳＤ研修（教職員共通）を実施する。 

■ 教育ネットワーク中国が主催する研修その他学外で実施される研修について学内

に周知し，積極的な参加を促す。 

 【叡啓大学】 

■ 教育改善のためのアンケート等の結果を踏まえて必要なＦＤを企画し，教育の遂行

に必要な知識及び能力の向上を図る。授業実施に係る基礎的な能力の研修については，

必要に応じて，教育ネットワーク中国主催研修等の外部研修を有効に活用し，段階に

応じた能力の開発を行う。                         （76） 

 

⑦ 職員のマネジメント力の向上 

■ 職員研修計画を策定し，階層別研修，スキルアップ研修等を学内で企画・実施し，

職員の資質向上を図るとともに，学外で開催される研修会等に職員を参加させること

で，大学で特に求められる能力を開発し，大学職員としての意欲と資質を備えた職員

の育成に努める。 

■ 教員と職員との協働，学生支援の強化等に係る専門性の向上のため，教職員対象の

ＳＤ研修（教職員共通）を実施する。【再掲 76】              （77） 

    

（３）戦略的広報の推進 

  ⑧ 戦略的広報の展開 

 【県立広島大学】 

■ 広報活動において，「（地域や企業から期待される）どのような人材に育てられるの

か」，「本学で何が学べるか，本学ではどのような知識・スキルやコンピテンシーが得

られるか」などをターゲットに対して的確に届けることに注力する。方法として，オ

ウンドメディア（本学ウェブ・サイト，パンフレット，ＳＮＳなど）で重点的に発信

するだけでなく，メディア（新聞社・テレビ局）との関係性を深め，アーンドメディ

ア（広告ではなく，ＰＲや広報，パブリシティ活動等によって，信頼や評判を獲得し

て掲載されるメディア）を通して発信する仕組みを再構築し，ターゲットに届ける仕

掛けづくりに取り組む。 

 【叡啓大学】 

■ 本学の認知度向上を図るため，様々なオウンドメディア（本学ウェブ・サイト，パ

ンフレット，ＳＮＳなど）の充実を図る。また，ペイドメディア（ウェブ広告・ＳＮ

Ｓ広告・ビジネス誌等への広告出稿など）も活用しつつ，ニュース性・話題性のある

情報をプレスリリースすることなどにより，ア－ンドメディア（費用をかけずに取材

記事が掲載されるなど）での拡散を増やす仕掛けづくりに取り組む。      （78） 

 

  ⑨ 多様な広報媒体の活用 

 【県立広島大学】 

■ 引き続き，ウェブ・サイトやＳＮＳ等のＰＶ数や閲読者属性，傾向などを分析・解

析するとともに，ウェブ・サイトの流入数増や多くの有益情報を魅力的に発信する。 

■ ＳＮＳについて，主に在学生及び高校生，その保護者にターゲットを絞った発信を

行い，フォロワー数増加を図る。 
 
 〔数値目標：ウェブ・サイトの流入数 … 前年度比５％増〕 

 〔数値目標：ＳＮＳフォロワー数 … 前年度比 10％増〕 
 

 【叡啓大学】 

■ 海外への積極的かつ効果的な広報に資するため，本学ウェブ・サイト英語版の充実

を図る。また，留学生確保の観点からも，英語以外の言語による動画制作などに取り

組む。 

■ ＳＮＳについては，留学生確保のため，英語による発信回数を増やすとともに，海

外での日本留学フェア主催大学などとも連携した広報展開を行う。      （79） 
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２ 財務内容の改善に関する取組 

 

（１）自己収入の改善 

  ⑩ 外部資金の獲得 

 【県立広島大学】 

■ 各部局等において，企業等との共同研究，受託研究を促進するほか，各種競争的資

金の獲得に向けた情報収集と，それを活かした積極的な申請を行い，外部資金の着実

な獲得に努める。 

■ 令和３年度に実施した添削等の支援を継続するとともに，科学研究費補助金の申請

に係る冊子を作成し，教員の応募支援を行う。 

■ 各部局等において，引き続き，科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。 

■ 地域連携センターにおいて，競争的外部資金等の公募情報を迅速かつ的確に収集し，

学内での共有化を図るとともに，申請書の作成支援等を行う。 

■ 地域基盤研究機構プロジェクト研究センターを中心として，地域の産学官研究拠点

形成のため，国庫金を財源とする大型補助金への申請を行う。 
 
〔数値目標：外部資金の年間獲得総額 … ２億円以上〕 

 
 【叡啓大学】 

■ 各部局等において，企業等との共同研究，受託研究を促進するほか，各種競争的資

金の獲得に向けた情報収集と，それを活かした積極的な申請を行い，外部資金の着実

な獲得に努める。 

■ 各部局等において，引き続き，科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。 

■ 産学官連携・研究推進センターにおいて，競争的外部資金等の公募情報を迅速かつ

的確に収集し，学内での共有化を図る。                   （80） 

 

⑪ 多様な収入源の確保 

 【県立広島大学】 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し，有料公開講座等の受講料，商品化された産

品に係る知財等の実施に伴う収入の確保に努める。 

■ 地域連携センター知的財産本部において，権利化された特許の優先的実施権の企業

への付与や有償譲渡を検討する。 

■ 新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑みながら，教室や学生食堂，サテライト

キャンパスひろしま等，大学施設の地域への貸出を適切に行う。 

 【叡啓大学】 

■ 有料公開講座等の受講料や課題解決演習に協力する企業からの寄付金等による収

入の確保に努める。 

■ 教室やプロジェクトワークスペース等，大学施設の地域への貸出を適切に行う。 
                                     （81） 

 

（２）経費の抑制 

  ⑫ 人件費の抑制 

■ 県立広島大学及び叡啓大学の特性を踏まえ，各大学で必要な教職員の配置計画を検

討し，教員及び法人職員の各採用方針を策定し，教職員を適切に採用する。 

■ 非常勤講師担当科目の削減や隔年開講等により経費の節減を図る。     （82） 
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  ⑬ 経費の節減 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 事務局において，総務事務等の共通業務について，システム導入やアウトソーシン

グ等による簡素化・効率化のための整理を進め，令和４年度中に必要な契約手続きや

事務手続きの見直しを行う。【再掲 71】 

■ 県立広島大学と叡啓大学の体育館やグラウンド，図書館の共同利用を進める。 

■ 年間を通じて省エネ意識の向上に努めるとともに，休業期間中の機器・設備の一部

停止などにより，省エネ法に基づく数値目標の達成に努める。         （83） 

 

 （３）資産の管理・運用の改善 

  ⑭ 資産の適正な管理 

■ 固定資産及び管理物品の実査を引き続き実施し，資産を適正に管理するとともに，

教育研究用の高額機器の全学共同利用制度について，円滑な運用に努める。また，そ

の適切な管理・運用に関する教職員への周知・啓発に努める。        （84） 

 

⑮ 資金の適正な運用 

■ 資金管理計画を定め，安全性が高く効率的な資金運用を行う。       （85） 

 

３ 自己点検・評価に関する取組 

 

⑯ 到達目標の可視化と各種データ・資料の収集と活用 

■ 各部局等において，具体的な取組内容と到達点（レベル）を設定した年度計画の策

定に努める。 

■ 法人や大学の運営状況を示す指標となる各種データや資料を継続的に収集・蓄積し，

その分析を継続するとともに，教学ＩＲの運用により，これらの体系的な収集・蓄積

と活用を進める。                            （86） 

 

  ⑰ 自己点検・評価の実施と評価結果の活用 

■ 各部局等や業務評価室による自己点検・評価，並びに広島県や同公立大学法人評価

委員会への関係資料の提出などを適切に行うとともに，速やかにその結果をウェブ・

サイトで公表する。                           （87） 

 

  ⑱ 目標・課題の共有化 

■ 目標・計画に係る説明会を法人及び両大学で開催し，教職員に法人・大学の経営理

念を浸透させるとともに，年度計画の周知徹底を図る。            （88） 

 

４ その他業務運営に関する重要な取組 

 

（１）危機管理・安全管理 

 ⑲ 危機管理・安全管理 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 大規模災害の発生に備えた非常用物資を計画的に備蓄するとともに，消防計画に基

づく訓練を各大学・キャンパスで実施する。 

■ 危機管理委員会を開催し，危機管理体制の充実を図るとともに，必要に応じて危機

管理マニュアルの見直しを行う。 

■ 新型コロナウイルス感染症対策について，適宜危機対策本部を開催し，感染状況や

政府の方針等を踏まえ適切に実施するとともに，法人の取組内容を在学生や教職員等

に速やかに周知する。                          （89） 
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⑳ 安全保障輸出管理の体制整備と運用 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 県立広島大学においては地域連携センター安全保障輸出管理室を中心に，叡啓大学

においては産学官連携・研究推進センターを中心に，各部局と連携して，安全保障輸

出管理規程の適切な運用に努める。 

■ 中国地域安全保障輸出管理ネットワークに参画し，関係機関との連携を強化すると

ともに，研究者対象の安全保障輸出管理セミナーを実施し，リスク回避のための情報

を提供する。                              （90） 

 

（２）社会的責任 

㉑ 人権尊重・法令遵守 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 「ハラスメント防止ガイドライン」及び「ハラスメント等の防止等に関する規程」

の趣旨をすべての在学生や教職員等に周知徹底するとともに，教職員向けの研修会等

の啓発活動を実施する。 

 【県立広島大学】 

■ ＬＧＢＴＱに該当する在学生や教職員等の学内への適応を推進するため，関係規程

の策定やその運用など，ダイバーシティへの学内対応を促進する。 

■ 全学共通教育科目の「人権」に関連する科目群の授業をはじめ，講習会やポータル

配信等，様々なチャンネルを通じて，人権尊重や法令遵守に関する在学生の意識向上

に努める。 

 【叡啓大学】 

■ 教育・研究機関の社会的責任として，持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標達成

に資する取組を推進する。 

■ 入門科目・リベラルアーツ科目である「法的思考」,「哲学・倫理学入門」,「多文

化共生社会論」などの授業を通じて，人権尊重や法令遵守に関する学生の意識向上に

努める。 

■ 人権擁護機関による「人権に関する相談窓口」に関する学生への情報提供や他教育

機関が主催する「学生へのハラスメント防止」に関する研修プログラム等に参加し，

学生支援担当職員の意識向上に努める。                  （91） 

 

（３）情報公開の推進 

㉒ 情報公開の推進 

■ ウェブ・サイトを通じた財務諸表や法人会議議事録等の情報公開，並びに「大学ポ

ートレート」の活用により，支援者等への適切な情報提供に努める。 

■ 事業実績や財務状況等をまとめた「アニュアルレポート」を作成し，ウェブ・サイ

トで公表する。                              （92） 

  

（４）施設設備の整備・活用 

 ㉓ 計画的な施設の整備・活用 

■ 学修環境及び執務環境の充実と，老朽化した施設設備の更新を一体的・計画的に進

める整備計画を適宜見直すとともに，年次計画を作成・実施する。       （93） 

 

㉔ ＩＣＴを活用した学修・研究システムの整備 

 【県立広島大学】 

■ 新遠隔講義システムの利活用促進について，他のキャンパスを接続して授業配信す

るという基本的な活用方法のみならず，新遠隔講義システムの特徴的機能を活かしな

がら，ユースケースの拡大定義を行い，またこれを教員に周知・研修することでオン

ライン授業の充実化・高度化を図る。 
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■ 「基幹ネットワーク・情報処理演習演習室システム」及び「ＣＡＬＬシステム」が

老朽化し保守契約の継続が困難なこと，令和３年度入学生から制度化された必携パソ

コンに対応した学修環境を整備する必要があることから，両システムを更新し，令和

５年度に新システムに移行する。 

■ 情報セキュリティ意識の向上を図るため，教職員を対象とした情報セキュリティに

係る研修会を実施する。 

■ 外部からのサイバー攻撃による被害を未然に防ぐため，定期的に不正アクセス等を

監視するほか，引き続き予防と啓発に努める。 

 【叡啓大学】 

■ 令和３年度に引き続き，遠隔講義システムを活用し，新型コロナウイルスの影響に

より海外からオンラインで受講する学生が本学の対面授業にリアルタイム・双方向で

参加できるように取り組むとともに，教職員へのＩＣＴ設備への研修を充実させるこ

とで，海外学生の履修に不利益が生じないよう対応する。           （94） 

 

（５）支援者等との連携 

  ㉕ 支援者等との連携強化 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ ウェブ・サイト等を通じて，本法人の教育研究活動等に関する情報提供の充実を図

ることに加えて，「広島県公立大学法人へのご支援」（寄附）専用サイトにおいて，

支援・寄附の受入強化を図る。 

■ 県立広島大学の後援会組織について，本部総務課が中心となり，保護者からの要望

を踏まえた県立広島大学後援会会員対象の事業を実施する。 

■ ＨＢＭＳにおいて，平成３０年度に設立したＨＢＭＳコミュニティ（同窓会組織）

と連携し，在学生・修了生・地域の社会人を対象としたセミナーを企画・実施する。

また，ＨＢＭＳが企画・実施する経営人材を養成するための各講座において，修了生

を非常勤講師やＴＡとして採用し運営することにより，継続的な関わり（エンゲージ

メント）を維持するとともに，修了生に対しても継続的な学びの機会を提供する。 

■ 叡啓大学の後援会組織について，保護者等からの要望を踏まえ，設置について具体

的な検討を進める。                           （95） 

 

Ⅱ 県立広島大学の教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 教育に関する取組 

 

１－１ 教育内容の質的向上・質的転換 

  

（１） 教育課程（プログラム）の見直し 

① 学部・学科等の再編 

■ 学部・学科等再編後の新設課程において，「課題探究型地域創生人材」の育成に向

けた教育プログラムの運営を円滑に実施するとともに，「課題探究型地域創生人材ル

ーブリック」，「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリック」，「学生による授業評価

アンケート」等の集計結果に基づき教学ＩＲシステムも活用して検証し，必要に応じ

て，全学共通教育プログラムの改善に取り組む。 

■ 地域創生学部において，令和４年度が初年度となる「地域協働演習」「地域課題解

決研究」「卒業論文（専門演習）」を令和３年度の検討内容に基づき着実に実施する。 

■ 生物資源科学部において，これまで実施してきた学科横断型の「フィールド科学卒

論」を基として，令和４年度が初年度となる「地域課題解決研究」の履修プログラム

を円滑に実施する。                           （１） 
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② 人材育成目標及び学位授与方針等の見直し 

■ 入学者選抜状況，国家試験合格率を含む学修成果，求人・就職状況，実習施設での

学生に対する評価，卒業生に対する評価などに基づいて，各学部等の人材育成目標と

の整合性を検証する。（各学部・学科・コース，大学教育実践センター） 
■ 全学（大学・大学院）及び各学部・各専攻において，学部長・学科長・コース長や

研究科長・専攻長が中心となって，人材育成目標及び卒業認定・学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー），教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー），入学

者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）について，卒業（修了）時の学生の満

足度等に留意し，妥当性と整合性を継続的に検証する。            （２） 
   

  ③ 教育プログラムの改善と構造の明示 

■ 大学教育実践センターと各学部・学科・コースが連携し，学生に対する履修指導に

履修系統図（カリキュラムマップ）または履修モデルを引き続き活用するとともに，

個別の授業科目を系統的に配置した詳細版カリキュラムマップの検討も含め，必要に

応じてカリキュラムマップ等の改善を図る。 
■ 学部・学科等再編後の新設課程において，専門性の異なる学生が協働して地域課題

などに取り組むことを通じて学びを深める科目や，教育資源を活かした多様な副専攻

プログラムを提供するとともに，各授業科目におけるアクティブ・ラーニングの更な

る拡大と質の向上に向けた取組を推進する。 
■ 学生による授業評価アンケートの結果に基づき，授業の質的向上を図ることにより，

学生満足度の向上を図る。                        （３） 
       

（２）組織的な教育の実施と学修時間の実質的な増加・確保 

④ 教育内容・方法の改善に資する取組の推進 

■ 大学教育実践センターにおいて，県立広島大学アクティブ・ラーナー育成研修体系

に基づき，教職員向けの基本研修（基本的教育技法，授業改善，シラバスの改善，Ｉ

ＣＴを用いた授業実践等）を実施するとともに，引き続き，オンライン授業に関する

研修を行い，授業の質向上に努める。 
■ 学修者中心の教育への転換を促進するため，授業公開・授業参観（ピアレビュー）

を全学的に実施し，関係教員等の間で相互のフィードバックを行い，授業改善に努め

る。 
■ 各学部において，アクティブ・ラーニングの推進や授業評価アンケートの組織的な

活用を継続する。                             (４） 
 

〔数値目標：アクティブ・ラーナーとしての資質が伸長したと実感できる学生の割合

 … ９０％〕 

〔数値目標：「主体性・協働性」の養成に係る「アクティブ・ラーナー自己評価ルー

ブリック」における本学が予め設定するレベルに到達する学生の割合 … ３０％〕 

 

⑤ 学修成果の把握と検証 

■ 「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリック」，「課題探究型地域創生人材ルーブ

リック」及びリテラシー・コンピテンシーを測定する外部評価テストを実践する。 
■ 地域文化コース（地域創生学部地域創生学科）・国際文化学科において，学生の履

修状況に関する情報をチューター等が共有し，教育の組織的改善につなげる。また，

学修成果の検証に係る取組の一環として，一部科目では受検を必須とするなどして，

「英語」「中国語」「韓国・朝鮮語」の各種検定受検を促進し，課題の把握と改善に引

き続き取り組む。 
■ 健康科学コース（同上）・健康科学科において，卒業時の学生を対象に実施してい

る教育プログラム（カリキュラム）に関するアンケート調査等を継続することで，学

修成果の検証やカリキュラムの見直しなどにつなげる。また，栄養教諭養成プログラ

ムの充実に向けて，学内関係部局及び客員教授と連携した上で，効果的な教育を行う。 
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■ 地域産業コース（同上）・経営情報学部において，学部重点事業として取り組む学

外試験の活用や学外実習の促進を通じて，学修成果の把握や向上に努める。 
■ 生物資源科学部・生命環境学部において，学生アンケートの結果，ＧＰＡ値の推移，

専門分野に係る資格試験の受検状況や合格率の把握を組織的に行う体制を構築し，学

生の学修成果の把握や検証に引き続き取り組む。 
■ 保健福祉学部において，引き続き，全学生に対してチューター等による面談を行い，

卒業後のキャリアを見据えた個別支援を通して，学修成果の把握や向上に努める。 
                                     （５） 
 

〔数値目標：課題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を 100 とした

場合の学生の平均数値 … ５０点〕 

 〔数値目標：課題探究型地域創生人材ルーブリックの要素を含む科目別導入率 …  

 ４０％〕 

 〔数値目標：外部評価テストにおける本学が予め設定するレベルに到達する学生の割

合 … ３０％〕 

 

⑥ 適正な成績評価と単位認定 

■ 新設・既設の各学部等において，成績評価の指針・ガイドラインに基づいて適正な

成績評価と単位認定を行うとともに，その妥当性の検証を行い，必要に応じて改定を

行う。                                 （６） 
 

⑦ シラバスの充実 

■ 大学教育実践センターにおいて，シラバスの充実に向けて同記載要領の周知の徹底

と，教員相互の確認・点検を着実に実施するとともに，ウェブ・サイトへの掲載を通

して，シラバスを学内外に周知する。 

■ 令和３年度に策定したシラバス記載要領を新規採用教員研修などで引き続き活用

する。                                 （７） 

 

  ⑧ 学修時間の実質的な増加・確保とその的確な把握 

■ 大学教育実践センターにおいて，学生のアクティブ・ラーニングを促す取組を推進

するとともに，学修支援アドバイザーの養成を継続し，オンライン授業での支援方法

等を学修する機会を設けることにより，同授業の質の向上に努める。  

■ シラバスを通じた課題の明示や，オンライン授業における教材（オンデマンドコン

テンツなど）の充実により，学生の学修時間の増加及び確保に努める。また，授業評

価アンケート等により，その状況を把握し，検証する。            （８） 
     
〔数値目標：図書館（ラーニングコモンズを含む）や学内自習室等を活用して主体的

に学修した学生の割合 … ８０％〕 

 

（３）全学的な教学マネジメントの確立 

  ⑨ 全学的な教学マネジメントの確立 

■ 高等教育推進機構において，学修成果の把握とフィードバックを継続実施するとと

もに，エビデンスに基づく教学マネジメントの確立を推進する。また，計画の実効性

を確保するため，必要に応じて同機構中期計画の見直しを進める。 

■ 新型コロナウイルス感染症の現状・今後を見据え，ＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）の推進などの社会経済情勢の変化に伴う本学を取り巻く教育・研究環境

の大きな変化を的確に捉えた上で，教学マネジメントの確立や地域社会のニーズに応

える研究等の取組を着実に具体化していくための，本学の特性に応じた教・教分離制

度導入を検討する。                           （９） 
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（４）教育システムの再編と教育プログラムの再構築 

⑩ 全学共通教育推進体制の強化 

■ 大学教育実践センターと各学部等が連携し，再編後の全学共通教育プログラムにつ

いて学生による授業評価アンケート等の結果を踏まえ，学修成果の検証を行う。 
                                     （10） 

 

  ⑪ 副専攻プログラムの導入と他学部履修等の促進 

■ 各学部等において，学生の幅広い学びに資する開放科目や副専攻プログラム等を提

供する。また，学部・学科等の垣根を越えて提供できる副専攻プログラムの更なる開

発を進める。 
■ 既存の副専攻プログラムについて，学生の履修状況を検証し，改善に向けて継続的

に取り組む。                              （11）  
〔数値目標：幅広い学びができたと実感できる学生の割合 … ９０％〕 

  
１－２ 意欲ある学生の確保  

 

  ⑫ アドミッション・ポリシーの明確化と発信 

■ 意欲ある学生の確保に向け，引き続き，県立広島大学の魅力や価値，アドミッショ

ン・ポリシー等をソーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）やウェブ・サイト

を活用して発信するとともに，高校訪問，公開授業，オープンキャンパス，高大連携

公開講座等の機会を通じて，効果的に周知を行う。              （12） 

 

  ⑬ 入学者選抜方法の改善 

■ 入試改革の動向や志願状況等に基づき，多面的かつ総合的な選抜方法について，引

き続き導入を検討する。 
■ 新学習指導要領に基づいた入学者選抜に係る見直しについて，令和５年６月の公表

に向けて入試制度の検討及び入試制度設計を進める。            （13） 
 

⑭ 戦略的な広報による優秀な学生の確保 

■ 意欲ある優れた学生を確保するため，引き続き，ウェブ・サイトやＳＮＳの充実・

活用を推進するとともに，オンラインの特性を活かした大学説明会やオープンキャン

パス，高大連携公開講座，授業公開，高校訪問等を通して高校生に分かりやすく発信

し，類似学科との違いを明確化するなど全学的に入試広報に取り組む。 
■ 教学ＩＲ推進室を中心として，教学データの収集・分析を継続して行い，「課題探

究型地域創生人材」の育成に資する情報を提供する。 
■ ブランド企画推進課において，「この大学でいい」ではなく，「この大学がいい」と

思われるよう公式ウェブ・サイトやＳＮＳを活用しながら「魅力ある価値」を継続し

て発信し，意欲ある優れた学生の確保につなげる。              （14） 

 

⑮ 社会人の受入れ促進 

■ 社会人特別選抜入試や科目等履修生・聴講生の受入れなど，社会人の受入れを引き

続き実施する。 
■ 総合学術研究科において，長期履修制度について，学生の要望に応じた制度の改善

を検討する。                              （15） 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

２ 学士課程教育に関する取組  

 

２－１ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

 

⑯ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

■ 地域文化コース・国際文化学科において，卒業論文・地域課題解決研究の水準の向

上に向けて，初年次からの履修指導やルーブリックの活用に取り組むとともに，３年

次よりゼミの配属を決定し，より充実した指導を行った上で同論文・研究の中間及び

最終報告会を実施する。 
■ 健康科学コース・健康科学科において，学生アンケート等の結果に基づき，学生が

修得した力の把握に努めるとともに，その力やスキルのレベルを学生が自ら客観視で

きる実習内容（実習の自己評価表など）の充実に取り組む。 
■ 地域産業コース・経営情報学部において，基礎学力や専門知識に加え，グローバル

化・情報化の進展に対応できる情報技術力，課題発見・解決力，論理的思考力，コミ

ュニケーション力の向上などを図るため，アクティブ・ラーニングの拡大を通して，

教育プログラムの充実を図る。 
■ 生物資源科学部において，卒業時に保証する能力水準を確保するため，引き続きチ

ューター担当学生を４～５名とし，学生と教員が相互に学修到達度を確認するととも

に，各学科・コースの実習や実験，卒業論文の支援を強化する。 
■ 地域資源開発学科において，新たに開講した授業「国際異文化農業体験研修」を通

して，海外研修や留学生及び協定校等とのオンライン交流などを行い，アクティブ・

ラーニングのプログラム充実を図る。 
■ 保健福祉学部において，地域包括ケアシステムに関する最新の動向を踏まえた授業

展開を図るとともに，ヘルスサポーターマインド（コミュニケーション力，倫理的思

考力，ニーズに気づき行動する力）の修得に向けた取組を継続する。      （16） 

 

２－２ 全学共通教育の充実  

 

⑰ 英語力の全学的な養成 

■ 大学教育実践センターが各学部と協働し，ＴＯＥＩＣスコア向上事業を引き続き実

施する。ＴＯＥＩＣ受検機会を学内で複数回設け，受検料の助成と成績評価の一部に

得点を利用することを通じ，受検やスコア向上の意欲に結びつける。学生が自身の英

語力を把握し，目標と計画を記す「ＴＯＥＩＣ学習シート」の運用を継続するととも

に，ｅラーニングシステムや学修支援アドバイザーの活用等を促し，学生個々のニー

ズに応じながら全学的な英語力の向上に努める。また，令和３年度にオンラインで行

ったＴＯＥＩＣ－ＩＰの結果を分析し，ＴＯＥＩＣスコア向上事業の効果を検証する。 
                                     （17） 
 

〔数値目標：卒業時までに TOEIC550点以上の到達者数 … １００人〕 

 

⑱ 地域社会で活躍できる実践力等の育成 

■ 大学教育実践センターと各学部等が連携して，新型コロナウイルス感染症の状況を

注視しながら，引き続き学生のフィールドワーク等の「行動型学修」を支援するとと

もに，これまでの成果を活かし，全学共通教育科目「地域教養ゼミナールＡ・Ｂ」の

内容を再検討することで，地域を学びの場とする授業科目の充実を図る。    （18） 
 

  ⑲ 国家資格取得のための実習や地域活動を通じた学生の社会的自立の支援 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し，自治体等と協働で実施する地域貢献事業な

どの情報を学生に積極的に提供し，学生の主体的な参加を促すとともに，その成果を

地域連携センターや各学部等のウェブ・サイト等を通じて積極的に発信する。 
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■ 地域文化コース・国際文化学科において，「教育実習」や「博物館実習」，「日本語

教育実習」の事前・事後学修の支援等を通じて，免許・資格の取得を支援する。 
■ 健康科学コース・健康科学科及び保健福祉学部において，実習施設との連携の強化

により実習内容の充実に努める。 
■ 地域産業コース・経営情報学部において，引き続き能動的学修における企業等見学

や研究発表などに取り組み，学生と行政・企業，ＮＰＯ，地域住民との交流を促進す

る。 
■ 生物資源科学部の「生命環境科学基礎セミナー」や「フィールド科学」，「同実習Ⅰ・

Ⅱ」等において，地域課題の解決に取り組んでいる学外講師や企業の実務担当者を招

聘し，地域の課題を再確認するとともに，地域課題解決や業界の専門職に対する学生

の理解度を深める取組を継続する。                     （19） 
 

２－３ 専門教育の充実 

 

  ⑳ 一貫した学士課程教育の推進 

■ 各学部・学科・コースにおいて，カリキュラム・ポリシーに基づき，大学教育実践

センターとの連携の下，初年次から卒業年次までの効果的な教育を実施する。 
■ 地域文化コース・国際文化学科において，学生の履修状況・成績に関する情報をチ

ューター・学科教員が共有し，教育の組織的改善につなげる。また，新設課程におい

て３年次から始まる「卒業論文」・「地域課題解決研究」の指導体制を充実させる。 
■ 健康科学コース・健康科学科において，引き続き，教育プログラムの点検・評価・

改善を行うとともに，高い国家試験合格率を維持するための対策講座や模擬試験，個

別指導を実施する。 
■ 地域産業コース・経営情報学部において，「学士・修士５年一貫教育プログラム」

を引き続き実施する。また，学部重点事業として取り組む学外試験の活用や学外実習

の促進を通じて，学修成果の把握や向上に努める。【一部再掲５】 
■ 生物資源科学部において，学部・学科等再編の総括結果に基づき，令和３年度まで

の教育プログラムを学科・コース独自のワーキングで引き続き検証するとともに，完

成年度に向けて学部・学科の特色を強化するために必要な改善に取り組む。 
■ 保健福祉学部において，高い国家試験合格率を維持するために，学生のグループ学

修を促進する指導，模擬試験の結果を踏まえた個別指導を行うとともに，受験対策講

座等を実施する。                            （20） 
 

〔数値目標：自身と同じ専門（学修）分野に進学を希望している高校生に対して本学

を勧める割合※…広島８５％以上，庄原７０％以上，三原９０％以上〕 

 （既設・新設学部）※学生意識調査Ⅴ問３㉑の肯定的な回答（４年次） 

〔数値目標：管理栄養士国家試験の合格率 … ９５％〕 

〔数値目標：看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の各国家試験の

合格率 … １００％〕 

〔数値目標：社会福祉士国家試験の合格率 … ９０％〕 

〔数値目標：精神保健福祉士国家試験の合格率 … ９５％〕 

 （何れも新卒者） 
 

  ㉑ 社会的評価を有する審査・試験の積極的な活用による学修成果の検証 

■ 各学部・学科・コースにおいて，専門分野に応じた各種資格・検定試験等に関する

情報を学生に提供するとともに，支援講座の開設等により学生の受検率及び合格率の

向上を図る。 
■ 各学部において合格率等の情報を収集し，学修成果の検証に活用する。 
■ 地域資源開発学科において，令和３年度に新たに認定された国家戦略プロフェッシ
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ョナル検定「食の６次産業化プロデューサー育成プログラム」の着実な運用を図る。 
                                     （21） 
 

㉒ 専門分野に係る経過選択制の運用状況の検証 

■ 各学部・学科・コースにおいて，令和２年度入学者選抜から導入した経過選択制及

び令和３年度入学者選抜から導入したコース選択制について，入学後の履修状況やア

ンケート結果等に基づいて運用状況等を検証するとともに，必要があれば改善し，学

生の満足度の向上と同制度の適切な運用に努める。             （22） 

 

  ㉓ 国際社会や地域社会で活躍できる人材及び専門技術人材の育成 

■ 地域文化コース・国際文化学科において，国連や外務省，ＪＩＣＡの職員などを招

聘し，国際協力のキャリア・パスに関わるセミナーを開催する。 
■ 健康科学コース・健康科学科において，食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格

について，関係授業科目に関する履修指導を徹底し，当該資格の取得を促進するとと

もに，資格取得に関する検証を行う。 
■ 地域産業コース・経営情報学部において，必修科目「外国書講読」「技術英語講読」

の履修を通して，グローバル化に対応した専門的な知識や情報技術を積極的に吸収・

発信できる力の強化に取り組む。併せて，引き続き，情報処理技術者試験の受験者数

の維持・増加を図り，国際社会や地域社会で活躍できる人材及び専門技術人材の育成

を推進する。 
■ 生物資源科学部において，コロナ禍の状況を見据えつつ，食・農と環境に係る海外

インターンシップをドミニカ共和国にあるカープアカデミーにおいて実施する。 
■ 保健福祉学部において，地域包括ケアシステムに関する最新の動向を踏まえた授業

展開を図るとともに，学外実習における学生の経験を共有するためのセミナーをオン

ラインで開催し，異なる経験から学び合う機会を設ける。           （23） 

 

㉔ 教職課程の運営と検証 

■ 各学部・学科・コースにおいて，広島県及び周辺地域の教員養成の状況を把握しな

がら，教職課程に関する検証を継続する。 
■ 地域資源開発学科で新設した「高等学校教諭一種免許状（農業）」課程について，

令和５年度から開始する教育実習に向けて，全ての志望学生が農業科の高等学校で実

習を行えるよう体制を整える。 
■ 保健福祉学部看護学コースにおける「養護教諭一種免許状」課程について，学校現

場の様々な課題に対応できる実践力を備えた養護教諭の育成に向け，同課程のマネジ

メント体制の確立を図る。                         （24） 
 

２－４ 国際化に関する取組 

 

  ㉕ 国際交流センターの機能強化 

■ 国際交流センターにおいて，各学部・各専攻等と連携し，これまで締結実績がない

国や学生ニーズの大きい欧米圏の交換留学先となる協定校の開拓や，協定校との交流

活動の充実を行うとともに，叡啓大学と連携し，相互の協定校との関係の強化を図る。 
■ 叡啓大学と連携して，相互の日本人学生・留学生の交流等の学生交流を促進する。 
                                     （25） 
 

㉖ 海外留学等の促進 

■ 国際交流センターと各学部等が連携し，学生のニーズを踏まえた長期留学や短期海

外研修プログラムの充実を図るとともに，学外機関の海外派遣プログラムの積極的な
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活用を促進する。 
■ 新型コロナウイルス感染症等により海外留学派遣が実施できない場合は，海外大学

と連携してオンラインによる語学研修等のプログラムの提供を行う。 
■ 派遣学生に対して，専門家による渡航前オリエンテーション等の事前研修を行うと

ともに，教職員向けの危機管理研修を実施し，危機管理対策の充実を図る。 
■ 留学の成果に係る検証の一環として，引き続き留学前後のＴＯＥＩＣ受検を義務付

ける。                                                               （26） 
 

〔数値目標：海外留学派遣学生数（大学院生含む）… １５０人〕 

 

㉗ 優秀な留学生の受入促進 

■ 意欲ある優れた外国人留学生の確保に向けて，国内外における日本留学フェア等へ

の参加や，これまで関係を構築してきた国公立大学への進学実績の高い日本語学校等

に対する説明会の実施等を行うとともに，引き続き，協定校からのイングリッシュト

ラック生等の確保に努める。 
■ 短期受入プログラム事業等により，協定校等からの留学生の受入促進を図る。 
■ 交換留学生を対象とする英語による授業科目の拡充について検討する。 
■ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ，留学生に対する必要な支援を行う。 
■ 国際交流センターとキャリアセンター及び各部局等が連携して，卒業留学生に関す

る情報の収集を継続し，情報の蓄積と拡充を図る。              （27） 
 

〔数値目標：留学生受入数（大学院生等含む）…１３５人〕 

 

㉘ 日本人学生と外国人学生の交流促進 

■ 国際交流センターにおいて，各学部・学科・コースとの協力の下，バディ活動支援

や留学生の歓送迎会，広島スタディツアー等を実施するとともに，オンラインを積極

的に活用した３キャンパス合同の交流会や海外大学協定校等と連携したオンライン

国際交流・異文化理解プログラムを実施し，外国人学生と日本人学生との交流を促進

する。                                 （28） 
 

３ 大学院教育等に関する取組 

 

３－１ 大学院教育に係る教育内容の充実 

 

  ㉙ 優れた研究者と高度な専門知識や技術を有する職業人の養成 

■ 総合学術研究科において，全在学生を対象とする専攻ごとの実情に応じたアンケー

ト調査を実施し，総合的な満足度等を把握するとともに，前年度の調査結果に応じた

取組を各専攻で実施する。 
■ 総合学術研究科の各専攻において，大学院生対象の研究活動支援制度の活用を促進

し，学生の学会発表や学術論文の公表，特に学術論文の投稿を奨励する。 
■ 保健福祉学専攻において，前期と後期の接続に留意した博士課程のあり方について

検討する。 

■ 経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻（ＨＢＭＳ）において，イノベーシ

ョンを起こすなどのマネジメント力の育成に加え，社会の大きな変化を捉えた先端的

マネジメント力を養成する教育プログラムの充実に引き続き取り組む。 
■ ＨＢＭＳにおいて，令和３年９月に作成・報告した公益財団法人大学基準協会の経

営系専門職大学院認証評価結果の「検討課題」に対する「課題解決計画」及び「改善

計画」で策定した教育課程とその運営方法を令和４年度から実施し，修了時の満足度
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向上を目指す。                             （29） 
 

〔数値目標：修了時の総合的満足度 … ９０％〕 

 

㉚ 定員充足率の改善 

■ 総合学術研究科において，全在学生を対象とする専攻ごとの実情に応じたアンケー

ト調査を実施し，総合的な満足度等を把握するとともに，前年度の調査結果に応じた

取組を各専攻で実施する。【再掲 29】 
■ 総合学術研究科において，定員充足率の改善に向けて継続的に多様な入試を実施す

るとともに，広報活動のターゲットや活動時期を拡大することにより強化する。 
                                     （30） 

〔数値目標：研究科全体の定員充足率 … ９０％〕 

 

㉛ 大学院教育の高度化や再編 

■ 総合学術研究科の各専攻において，再編後の学士課程との接続に留意した大学院修

士・博士課程のあり方について検討した上で，必要に応じて，専攻の設置に係る申請

の準備を行う。 
■ 令和４年４月の設置が承認された保健福祉学専攻博士課程後期について，令和６年

度の完成年度まで申請計画に沿った着実な実施に取り組み，優秀な人材の育成に努め

る。                                  （31） 

  

  ㉜ 経営学分野の機能強化 

■ ＨＢＭＳにおいて，「アグリ・フードマネジメント講座～ひろしまファーマーズテ

ーブル」，「医療経営人材養成プログラム」，「備後地域次世代ビジネスリーダー養成講

座」，「竹原地域ビジネスリーダー養成講座」の４つの講座を継続実施するとともに，

前年度の受講者アンケート結果検証等を踏まえ，プログラム内容，教育方法，運営方

法の改善を行い，受講者の満足度を向上させる。また，「医療経営人材養成プログラ

ム」及び「備後地域次世代ビジネスリーダー養成講座」は，文部科学省の職業実践力

育成プログラム（ＢＰ）に認可された大学主催のプログラムとして運営する。 
■ 県東部の備後地域（福山市）において，「備後地域次世代ビジネスリーダー養成講

座」を軸に，福山市での講義や演習，特別セミナーなど多面的な取組を通じて，中小

企業マネジメントプログラムの開発及びサテライトキャンパス機能を強化する。 
■ ＨＢＭＳにおいて，ＨＢＭＳプロジェクトデザインセンターによる県内中核企業及

び有力な中小企業の経営陣及びリーダー層の経営力向上等に資する研修及び勉強会

を継続する。                              （32） 
 

〔数値目標：経営管理研究科（ＨＢＭＳ）志願倍率 … ２倍〕 

〔数値目標：ＨＢＭＳにおける社会人教育プログラム等※の受講申込者数 …６０人〕 
 ※正規課程学生以外を対象とするもの  

 

  ㉝ シンクタンク機能の充実 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し，協働で解決策を探る。 
■ 重点研究事業における地域課題解決研究において，シーズマッチングの向上や成果

活用について，コーディネート業務に更に注力し活性化を図る。 
■ プロジェクト研究センターを改組して設立する５つの研究センター（ＨＢＭＳ地域

医療経営研究センター，多文化共生研究センター等）を基盤に，自治体や企業等との

連携を促進し，本学の地域におけるハブ機能を向上させる。 



- 15 - 

■ 「防災社会システム・デザインプロジェクト研究センター」，「ＨＢＭＳ地域医療経

営プロジェクト研究センター」，「平和経営学プロジェクト研究センター」において，

令和３年度の取組を継続して，自治体や企業，団体と連携し，課題の抽出やその解決

に向けて協働する。 
■ 中小規模組織のマネジメント機能強化を目指して，広島県の主要産業（自動車部品

メーカー等）との戦略的連携を行い，新しいプロジェクトの企画・立案等を行うこと

で，シンクタンク機能の充実を図る。                   （33） 
 

３－２ 助産学専攻科に係る教育内容の充実 

 

  ㉞ 実践力のある助産師の養成 

■ 助産学専攻科において，知識・技能・判断力を兼ね備えた学修内容の充実を図ると

ともに，実習施設との連携をより一層密にし，実践力の修得を図る。 
■ 令和４年度の指定規則変更に対応した新カリキュラムを遂行し，形成評価をする。 
                                     （34） 

    〔数値目標：助産師国家試験の合格率 … １００％〕 

 

Ⅲ 県立広島大学の研究の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

１ 研究水準及び研究の成果等に関する取組 

 

（１）重点的研究区分の明確化と研究推進 

① 重点的研究区分の明確化と研究推進 

■ 科学研究費補助金の採択件数の増加など，研究力の向上を図るため，重点研究区分

「若手奨励研究」を引き続き運用し，若手研究者の育成支援を継続する。 
■ 県内産業の振興や地域課題の解決に資する「地域課題解決研究」を推進し，ウェブ・

サイトの活用や成果発表会の開催等により，研究成果に係る情報発信を積極的に行い，

地域への還元効果を高める。 
■ 重点研究事業における地域課題解決研究において，シーズマッチングの向上や成果

活用について，コーディネート業務に更に注力し活性化を図る。【再掲 33】 
■ オンラインによる地域課題解決研究発表会を引き続き実施する。      （35） 

 

（２）学際的・先端的研究の推進 

② 重点的研究区分の明確化と研究推進 

■ 重点研究区分「先端的研究」及び「学長プロジェクト」について，学部・学科・専

攻の枠を越えた横断的な研究組織で推進し，共同研究を活性化する。      （36） 

 

（３）研究の質の向上 

③ 論文等発表活動の活用 

■ 各部局等において，査読付き学術論文による研究成果の公表，外部研究資金の積極

的な応募や獲得等を通じて，研究の質の向上に取り組む。           （37） 
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２ 研究推進体制等の整備に関する取組 

  

（１）産学官連携の推進 

④ 地域における共同研究の推進と地域への還元 

■ 大学が主体となって地域に情報を発信する多様な機会を設け，大学の知的資源の地

域への還元及び共同研究や応用的研究を推進する。 
■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，学内の研究シーズ・成果の積極的な公開及

び企業等ニーズとのマッチング作業をコーディネート業務に更に注力することで円

滑に行い，外部資金や受託・共同研究資金の獲得に努める。 
■ 新たな研究センターを基盤に産学官連携を促進し，成果の公開などを積極的に行い，

地域課題の抽出やその解決に向けて協働する。 
■ 「防災社会システム・デザインプロジェクト研究センター」，「ＨＢＭＳ地域医療経

営プロジェクト研究センター」，「平和経営学プロジェクト研究センター」において，

令和３年度の取組を継続して，自治体や企業，団体と連携し，課題の抽出やその解決

に向けて協働する。【再掲 33】                      （38） 
 

（２）外部研究資金の獲得支援 

⑤ 競争的資金の獲得支援 

■ 地域基盤研究機構において，各学部等による提案公募型の競争的外部資金の獲得に

向けて，学外機関とも連携し，研究組織や研究計画のコーディネートを行う。 

■ 地域連携センターにおいて，競争的外部資金等の公募情報を迅速かつ的確に収集し，

学内での共有化を図るとともに，申請書の作成支援等を行う。【再掲 80】 

■ 地域連携センターにおいて，科学研究費補助金の応募支援として申請書の添削を行

う。 

■ 組織的支援策として，優秀な論文の表彰制度の導入及び若手研究者への論文投稿に

関するセミナー開催並びに獲得資金の一部を研究活動費に還元する制度を試行導入

することで，研究活動を活性化し，このことにより競争的資金の獲得拡大を図る。 

■ 各部局等において，引き続き，科学研究費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。【再掲 80】                          （39） 
 

   〔数値目標：科学研究費補助金の申請率（応募件数／教員数） … ９５％以上〕 

〔数値目標：科学研究費補助金の獲得件数 … ８０件以上〕 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総額 … ２億円以上〕【再掲 80】 

 

（３）研究費の効果的な配分 

  ⑥ 研究費の効果的な配分 

■ 基本研究費の配分について，教員の活動実績（教育・研究・地域貢献・大学運営）

を総合的に評価し，その結果を活用する。                 （40） 

 

（４）研究費の適正使用の徹底 

⑦ 教職員の意識醸成 

■ 「研究費の不正使用」及び「研究活動における不正行為」の未然防止のための取組

を継続し，研究費の適正使用等に係る教職員の意識の醸成を徹底する。 

■ 新規採用教職員及び大学院生に対して，コンプライアンス教育及び研究倫理教育を

実施する。                               （41） 
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Ⅳ 新たな教育モデルの教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

新たな教育モデルを実践する大学として叡啓大学を運営する。 

 

１ 新たな教育モデルの構築 

 

① 実践的な教育プログラムの整備 

■ 英語集中プログラムやリベラルアーツ科目・基本ツール科目の入門科目などの教育

プログラムにおいて，アクティブ・ラーニングの実践等計画を具現化するとともに，

本格化する課題解決演習，体験・実践プログラムについて，協力企業・団体等と連携

しカリキュラムを実施することにより，学生のコンピテンシーの修得の徹底を図る。 

■ １年次に実施した英語集中プログラムやリベラルアーツ科目・基本ツール科目の入

門科目等について，教育改善のためのアンケートの結果を踏まえ，ＦＤにおける振り

返りを着実に実施する。                         （42） 

 

② 多様なバックグラウンドを有する教員体制の編制 

■ 多様なバックグラウンドを有する教員や外国人教員など教員組織の多様性を確保

しつつ，学生にコンピテンシーを身に付けさせることができる教員を採用する。 

■ 複数の教員によって構成されるポートについて，実際の運用状況や学生の意見を反

映してより良い運用方法の具体化を図る。                  （43） 

 

  ③ コンピテンシーの修得を目指す成績評価制度の整備 

■ 開講科目数が急激に増える令和４年度において，２年目から新たに科目を担当する

教員に対して，知識及びスキルの獲得とコンピテンシーの評価の両方を含む新たな成

績評価制度について，非常勤教員を含めた説明会の実施や個別説明により着実に周知

を行い，制度の定着を図る。また，課題解決演習や体験・実践プログラムについても，

成績評価に関する企業等への事前説明を着実に実施し，理解を得る。      （44） 

 

  ④ 意欲ある学生の確保に向けた取組 

■ 令和５年度入学者選抜を適切に実施するため，令和３年度及び令和４年度入学者選

抜の結果を分析し，必要に応じて外部アドバイザーから助言を受けながら，優秀な学

生を確保するために制度の改善を行う。 

■ 話題性，ストーリー性のあるニュース発信により各種メディアに掲載されるよう取

り組むとともに，各種広告出稿やウェブコンテンツの充実により認知度及びブランド

力の向上を図る。また， ウェブ・サイトやＳＮＳによりコアなファンを獲得してい

くとともに，高校教員との関係構築を効率的かつ効果的に行うことで，双方にミスマ

ッチのない志願者確保を図る。                      （45） 

 

⑤ 留学生の受入体制の整備 

■ 留学の渡航先に関する学生のニーズや多様な地域からの留学生の受入を目的に，既

存協定校の国以外の地域での新規協定校の獲得を行う。また，留学生の受入増に繋が

るよう交換留学生を対象とした奨学金制度を整備し，経済的支援を実施する。 

■ 本学への交換留学プログラムの募集案内を海外協定校へ周知し，新型コロナウイル

ス感染拡大の状況を注視しつつ交換留学生の受入を開始する。 

■ 学生寮の居室整備を完了し，留学生の受入体制を整える。また，学生役職者（ＲＡ）

へ留学生の生活準備支援を担わせることで，寮生間で円滑な寮の運営が実施できるよ

う指導する。 

■ 春入学，秋入学の留学生を幅広く世界各地から受け入れるとともに，正規学部留学
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生を獲得するための広報活動を実施する。                  （46） 

 

⑥ 実践的な課題解決演習や体験・実践プログラムの展開 

■ 企業等学外の多様な主体との連携の場として構築した叡啓大学実践教育プラット

フォーム協議会の参画企業と連携し，課題解決演習及び体験・実践プログラムを実施

する。 

■ 課題解決演習については，企業等にもメリットがあることを説明することにより，

連携先企業等を確保するとともに，授業を通じて学生のコンピテンシーの習得の徹底

を図る。                                   （47） 

 

⑦ 完全クォーター制（４学期制）の学事暦の導入 

■ 令和３年度に実施した完全クォーター制による学事暦を基本としつつ，Summer ク

ォーター後のギャップ期間をやや長く設定し，体験・実践プログラム（特に国内イン

ターンシップ）や長期海外留学への参加促進を図る。             （48） 

 

２ １法人２大学による効果的・効率的な運営体制の構築 

 

① 必要な施設の確保と新大学の設置 

■ 叡啓大学の研究室等の空調設備について，更新工事を行う。       （49） 

 

② １法人２大学による効果的・効率的な運営 

■ 事務局において，総務事務等の共通業務について，システム導入やアウトソーシン

グ等による簡素化・効率化のための整理を進め，令和４年度中に必要な契約手続きや

事務手続きの見直しを行う。【再掲 71・83】 

■ 県立広島大学と連携して，相互の日本人学生・留学生の交流等の学生交流を促進す

る。                                  （50） 

 

Ⅴ 共通する目標（地域貢献，大学連携の推進，学生支援）を達成するために取るべき措置 

 

１ 地域貢献に関する取組  

 

１－１ 地域における人材の育成に関する取組 

  

（１）生涯を通じた学びの場の提供 

① 地域の人材育成機能の強化 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構において，引き続き各部局等による履修証明制度を円滑に運用し，

マネジメント能力や専門的スキルの向上に資する講座を運営する。 

■ ＨＢＭＳにおいて，スタンフォード大学との連携科目を引き続き開講し，科目等履

修生を募集する。また，社会環境の変化や動向を捉えた先端的なテーマや著名な講師

によるセミナー等を積極的に企画し，対面に加え，オンライン受講が可能な形態で，

地域の社会人が学びやすい環境を提供する。 

 【叡啓大学】 

■  産学官連携・研究推進センター及び教員が連携し，経営革新，組織開発・人財開

発等を向上するための研修会を実施し，参画企業等との連携強化を図る。    （51） 
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  ② リカレント教育プログラムの開発・提供 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ ＡＩ時代に対応した人材の育成を目的とするデジタル・リテラシー教育の必要性を

踏まえ，法人・大学として自治体・教育機関などの他の関係機関と連携・協力を図る。 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，リカレント・リスキル教育プログラムとし

て履修証明プログラムを実施するとともに，アンケート調査などを通じてニーズに対

応したプログラムを検討する。 

■ オンライン講座を充実させ，広く講座を受講できる体制を整える。 

■ ＨＢＭＳにおいて，「アグリ・フードマネジメント講座～ひろしまファーマーズテ

ーブル」，「医療経営人材養成プログラム」，「備後地域次世代ビジネスリーダー養成講

座」，「竹原地域ビジネスリーダー養成講座」の４つの講座を継続実施するとともに，

前年度の受講者アンケート結果検証等を踏まえ，プログラム内容，教育方法，運営方

法の改善を行い，受講者の満足度を向上させる。また，「医療経営人材養成プログラ

ム」及び「備後地域次世代ビジネスリーダー養成講座」は，文部科学省の職業実践力

育成プログラム（ＢＰ）に認可された大学主催のプログラムとして運営する。【再掲

32】 
 

〔数値目標：ＨＢＭＳにおける社会人教育プログラム等※の受講申込者数 …６０人〕 

 【再掲 32】 ※正規課程学生以外を対象とするもの 
 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センターと教員が連携し，ニーズに対応したリカレント・リ

スキル教育プログラムの実施を検討する。                 （52） 

 

  ③ 公開講座等の質的充実 

 【県立広島大学】 

■ 地域連携センターと各部局等が連携して，高度な学習ニーズに対応した質の高い公

開講座等を企画し，オンラインや「サテライトキャンパスひろしま」で提供するとと

もに，受講者アンケートの結果を分析して，質的改善につなげる。 

■ 包括協定先等と連携し，ニーズを踏まえて講座を更に拡充する。 

■ オンライン公開講座の開講数を増加させるとともに，講座の教材等のデジタル提供

の方法を検討する。 
 

〔数値目標：すべての公開講座受講者の満足度 … ９０％〕 

〔数値目標：有料講座受講者の学修成果の活用見込み※ … ８０％〕 
 ※「活用できそう」と答えた割合 

〔数値目標：課題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を 100 とした

場合の学生の平均数値 … ５０点〕 【再掲５】 
 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び教員が連携し，ニーズに対応した質の高い公開

講座等を企画し，高校生や社会人に提供するとともに，受講者アンケートの結果を分

析して，質的改善につなげる。                       （53） 

 

④ 大学施設等の地域への開放 

 【県立広島大学】 

■ 各キャンパスの図書館を引き続き学外者の利用に供するとともに，図書館機能を活

かした企画展示等を実施し，地域への開放に努める。 

■ 新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑みながら，教室や学生食堂，サテライト

キャンパスひろしま等，大学施設の地域への貸出を適切に行う。【再掲 81】 
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 【叡啓大学】 

■ 新型コロナウイルス感染状況を注視しつつ，図書館機能を活かした企画展示等を実

施し，利用者への開放に努める。 

■ 教室等の大学施設の地域・団体への貸出を適切に行う。           （54） 

 

１－２ 地域との連携に関する取組 

 

（１）地域貢献・連携機能の強化 

   ⑤ 地域課題の解決と研究成果の還元 

 【県立広島大学】 

■ 重点研究事業における地域課題解決研究において，シーズマッチングの向上や成果

活用について，コーディネート業務に更に注力し活性化を図る。【再掲 33・35】 

■ 県内産業の振興や地域課題の解決に資する「地域課題解決研究」を推進し，ウェブ・

サイトの活用や成果発表会の開催等により，研究成果に係る情報発信を積極的に行い，

地域への還元効果を高める。【再掲 35】 

 【叡啓大学】 

■ 企業等学外の多様な主体との連携の場として構築した叡啓大学実践教育プラット

フォーム協議会の参画企業と連携し，課題解決演習を実施する。       （55） 

 

⑥ 連携機能の強化と地域活性化への貢献 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 既存の包括協定先に加え，社会課題への取組という社会連携活動を重視するサンフ

レッチェ広島との令和３年度に締結した協定を活かし，授業や講座等で活用すること

で本学の社会貢献機能の拡充を図る。 
■ 美術館等の「キャンパスメンバーズ制度」を活用して，オンラインミュージアムツ

アーの参加を促進するなど，同制度の会員校として文化施設の利活用を促進する。 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し，協働で解決策を探る。【再掲 33】 

■ 外部資金獲得を目的としたプロジェクト研究センターを社会連携のハブ機能に重

点を置いた研究センターに改組し，企業や自治体等との連携を強化する。 

■ 地域基盤研究機構宮島学センターにおいて，宮島学研究・教育の成果を活かした地

域との連携活動を推進する。 

■ 美術館や学外図書館等と連携し，公開講座等の事業を実施し，地域の活性化に貢献

する。 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び教員が連携し，自治体や地域団体との意見交換

等により地域社会や産業界の課題について議論し，解決策の方向性について検討する。 
                                     （56） 

 

⑦ 研究シーズの技術移転の促進 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し，各種展示会やイベント，ウェブ・サイトを

含むオンラインイベント等の活用により，地域貢献•連携活動の成果や実績に関する

情報提供を積極的に行う。 

■ 地域連携センターにおいて，技術移転等に関する相談に随時対応する。 

■ ひろしま産業振興機構，広島県発明協会と協力し，中小企業との共同研究に基づい
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たシーズの特許出願を積極的に行う。 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び学部が連携し，イベント等の活用により，地域

貢献・連携活動の成果や実績に関する情報提供（公開講座等）を積極的に行う。 
                                     （57） 

 

  ⑧ 産学官交流の推進 

 【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構が中心になって，ひろしま産業振興機構や包括協定を締結してい

る金融機関，自治体等が構成員となっている産学官連携組織等の学外の産学交流支援

機関と連携し，産学連携交流の場を創出する。 

 【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び学部が連携し，企業等との交流会を開催する等

連携を推進する。                            （58） 

 

（２）地域貢献・連携活動の質的向上 

⑨ 地域貢献・連携活動への学生参加の促進支援及び見える化 

 【県立広島大学】 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し，自治体等と協働で実施する地域貢献事業な

どの情報を学生に積極的に提供し，学生の主体的な参加を促すとともに，その成果を

地域連携センターや各学部等のウェブ・サイト等を通じて積極的に発信する。【再掲

19】 

■ 地域戦略協働プロジェクトや研究センター等を通じて自治体との連携において学

生が主体的に活動できるよう促進する。 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し，学生の学内・学外での多様な実践活動（地

域の行事やイベントを支援するボランティア，地域課題解決に係る調査や提案等）へ

の参加を，引き続き促進する。 

■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献･連携事業の成果について，地域連携センター

や各学部等のウェブ・サイト等を通じて積極的に発信する。 

 【叡啓大学】 

■ 自治体等と協働で実施する地域貢献事業などの情報を学生に積極的に提供し，学生

の主体的な参加を促す。 

■ 学生の学内・学外での多様な実践活動（地域の行事やイベントを支援するボランテ

ィア，地域課題解決に係る調査や提案等）への参加を引き続き促進する。 

■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献･連携事業の成果について，大学のウェブ・サ

イト等を通じて積極的に発信する。                     （59） 

 

２ 大学連携推進に関する取組  

 

⑩ 大学連携の推進 

 【県立広島大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国と連携し，ＳＤ・ＦＤ研修会の共催や，高大連

携研究交流会を開催するとともに，同加盟大学等とともに大学連携事業を推進する。 

■ 県内他大学等との連携の一環として，単位互換制度の運用に取り組む。 

■ 県内の他大学と共同運用している学術情報リポジトリを活用し，県立広島大学の教

育・研究成果報告等の収集・保存並びに公開を推進する。 
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 【叡啓大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国の枠組みを活用し，県立広島大学を含む県内他

大学等との単位互換制度に参加し，運用を開始する。             （60） 

 

⑪ サテライトキャンパスの活用 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国や同加盟大学等とともに，「サテライトキャン

パスひろしま」を地域の教育拠点及び学生・社会人の交流拠点として活用する。 

■ 新型コロナウイルス感染症対策を施した上で，地域連携センターが主催する，対面

で実施可能な各種公開講座等を「サテライトキャンパスひろしま」において開講する

ほか，自治体や美術館･博物館と連携し，同施設の利用促進を図る。 

■ 本学教員が運営にかかわる他大学の教員と連携した研究会や講座などの会場とし

て「サテライトキャンパスひろしま」の積極的な活用を図る。        （61） 

 

３ 学生支援に関する取組 

 

⑫ 学修支援 

 【県立広島大学】 

■ 各学部・学科において，学修支援の一環として，教育プログラムの構造の明示，チ

ューターによる学修支援，キャリア・ポートフォリオ・ブックの活用支援，ｅラーニ

ング教材の活用等に取り組む。 

■ 全学共通教育科目で初年次に開講する「大学基礎セミナーⅠ・Ⅱ」や論理思考表現

科目群の授業を全学的な協力の下で運営するとともに，チューター制度の充実を図り，

新入生の大学への移行を支援する。 

■ 各学部・学科・コースの在学生の実態や必要性に応じて，入学直後の履修指導や入

門演習（全学共通教育科目），定期的な個別面談，国家試験受験対策指導等による学

修支援を適切に組み合わせて，着実に行う。 

■ 学生による書誌の一層の利用を促進するため，利用状況が良好な「学生選書」の取

組を継続する。 

■ 現行の「図書等資料の整備方針」に基づいて，ニーズの高い書誌の活用環境の整備

に努める。 

■ 学術情報センターにおいて，主体的学修の促進につながる適切な学修環境を提供す

る一環として，図書館の開館時間の拡大を引き続き試行するとともに，図書館ガイダ

ンス，文献検索ガイダンス，データベース活用講習会，学外講師による各種講習会等

を開催し，図書館の効果的な活用を図る。 

 【叡啓大学】 

■ 開学年度のカリキュラム実施を通じて認識できた必要な改善事項として，英語集中

プログラムにおける e ラーニング教材の見直しや新型コロナウイルス感染拡大によ

るハイブリッド授業等に必要な授業補助員の配置などを行い，教育の質を向上させる。 

■ 入学直後の導入プログラムである「ジャンプスタートワークショップ」を初年度に

引き続き実施し，学生が叡啓大学の特徴的な教育に意欲を持って参加できるよう支援

する。 

■ 英語のライティング・チューター制度を整備し，学生間での学修支援体制を構築す

る。 

■ 授業において，実務家等のゲストスピーカー招聘や，フィールドワークの実施がで

きるようにし，学生の学修意欲向上に取り組む。 

■ 開学後の２年間で図書室の図書等を重点的に整備するため，学修に有用となる書籍

やデータベースの購入を継続するとともに，データベースの活用に係る講習会などを
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企画し，図書館の利用を促進する。                    （62） 

 

⑬ 課外活動支援 

 【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて，新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しなが

ら，学生の自主的課外活動（３キャンパス交流スポーツ大会，いきいきキャンパスラ

イフ・プロジェクト，ボランティア活動等）や大学祭開催に向けた支援を行う。 

■ 県立広島大学の名誉を著しく高めた学生・団体への表彰制度を活用し，対象者を適

切に表彰する。 

 【叡啓大学】 

■ 新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しながら，学生の自主的課外活動を支援

する。 

■ 叡啓大学の名誉を著しく高めた学生・団体への表彰制度を活用し，対象者を適切に

表彰する。                               （63） 

 

⑭ 学生の自己形成支援 

 【県立広島大学】 

■ 各学部・学科等において，キャリア・ポートフォリオ・ブックを用いた期初面談等，

きめ細やかな履修指導を行うことにより，学生の自己形成を支援する。 

■ 新設学部・学科等の教育課程において，主専攻プログラムや副専攻プログラムの履

修などを通じて，個々の学生が描く将来像の実現につながるよう，きめ細かな学修支

援を行う。  

 【叡啓大学】 

■ 学生が自らの卒業後の進路を考え，社会で活躍するモチベーションの向上を促すた

めに，学生に対するコーチングの実施，社会で活躍する者を講師とするイブニングラ

ウンジの実施，起業支援の環境づくり，キャリア・ポートフォリオ・ブックの活用等

の取組を行うことにより，学生のコンピテンシーの育成を目指す。       （64） 

 

⑮ 就職支援 

 【県立広島大学】 

■ キャリアセンターにおいて，各部局等と連携して，就職ガイダンス，企業と学生と

の合同業界研究会，卒業生の在籍する企業の見学等を実施するとともに，個別相談，

求人情報の提供等，きめ細かなキャリア形成・就職支援を行う。 

■ 大学教育実践センターと各学部・学科が連携し，全学共通教育・キャリア開発科目

「キャリアビジョン（デベロップメント）」，「インターンシップ」，「ライフデザ

イン」等の履修を促進する。 

■ 産学連携によるグローバル人材育成事業，中四国産学連携合宿授業，ディベート演

習合同合宿事業等の充実を図る。 

■ キャリアセンターにおいて，卒業予定者を対象とするキャリアセンター満足度調査

を実施し，調査結果を検証し，関係各事業の改善につなげる。 
 

〔数値目標：就職希望者の就職率 … １００％〕 

〔数値目標：進路決定の満足度 … ９０％〕 
 

 【叡啓大学】 

■ 本格的な就職活動時期である３年次（１期生は令和５年度）に，適切な就職支援が

できるように，必要な準備を進めるとともに，２年次から履修する企業等と連携した

課題解決演習や体験・実践プログラムを通して，主体性・積極性・戦略性などのコン

ピテンシーの育成に取り組み，学生が起業も含めた自らが望む進路選択ができるよう
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に取り組む。                              （65） 

   

  ⑯ キャリア・アドバイザリー・ボードの設置 

 【叡啓大学】 

■ 課題解決演習，体験・実践プログラムの協力企業の社員を中心にメンターとして登

録をすすめ，学生がキャリア設計についてアドバイスを受けられる仕組みを整える。 
                                     （66） 

 

⑰ 卒業生に対するキャリア支援 

 【県立広島大学】 

■ キャリアセンターと各部局等が連携し，就職未決定者等のうち希望者に対する既卒

者向け求人情報の配信やオンラインを活用した面談等により，卒業生に対する支援を

継続する。 

■ 卒業生に対してきめ細やかなキャリア支援を行うため，卒業生を対象とするアンケ

ートの回収率の向上につながる具体的方策を検討する。また，各学科，卒業生等と連

携して，卒業生のキャリアや職場での悩みなどに関する相談窓口機能の充実を図る。 
                                                    （67） 

 

⑱ 学生生活の支援 

 【県立広島大学】 

■ 在学生対象の学生意識調査を実施するとともに，投書箱（ご意見箱）を引き続き運

用し，学生の要望を的確に把握し，関係部署と連携して対応する。 

■ 性の多様性に関する基本理念・対応ガイドラインに基づく啓発事業を，ワーキング

グループを中心に継続して行う。 

■ 各部局・チューターと学生相談室等とが連携し，欠席日数の多い学生や休学中の学

生に対するチームによる支援を継続する。 

■ 大学教育実践センターにおいて，事故や災害等への対応及び感染症対策や薬物乱用

防止対策の実施など，学生の心身の健康維持に資する支援を行う。また，事故や災害

等への対処のために，学生，教職員の連絡網の定期的な見直しと安否確認演習を行う。 

■ コロナ禍による経済的支援を，大学教育実践センターが学内関係部署や同窓会等と

連携し，コロナ禍の状況を踏まえながら実施する。 

■ 各部局等において，オフィスアワーの周知を徹底し，その利用促進を図る。 

 【叡啓大学】 

■ 令和３年度と同様に新型コロナウイルス感染予防に関する注意喚起及び学生のワ

クチン接種の奨励とともに，学校医による学生健康相談の支援，インフルエンザワク

チン接種の機会提供など学生の健康面での支援を行う。 

■ 新型コロナウイルス感染拡大を防止するための日本国政府による入国制限緩和に

伴う水際対策措置に対応し,留学生入国時の待機期間について経済的支援を行う。 

■ 海外留学に参加する学生が多いことを考慮して，海外での健康管理に関する情報提

供や薬物乱用防止に係るセミナーなどを開催し，学生の心身における健康維持を支援

する。 

■ 学生カウンセラーによる学生相談を対面やオンラインで実施し，大学生活への適応，

学業，対人関係等，幅広く学生の相談に応じ，きめ細かい対応を行うとともに，学生

生活の充実に資するよう学生の交流活動を支援する。             （68） 

 

⑲ 経済的支援の実施 

 【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 国の修学支援制度及び大学独自減免制度を広く学生に周知し，引き続き経済的支援
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を適切に実施する。とりわけ，新型コロナウイルスの影響等による家計急変の対象と

なる学生や留学生に対し，同減免制度や給付奨学金の活用を促進する。 

 【県立広島大学】 

■ 経済的支援に係る掲示やウェブ・サイトの更新，ポータル配信を定期的かつタイム

リーに実施する。また，授業料の徴収猶予や減免等の申請に対する審査を確実かつ可

能な限り早期に行う。 

 【叡啓大学】 

■ 海外への派遣学生及び海外協定校からの交換留学生向けに学内奨学金制度を構築

して運用を開始し，かつ，学外団体の奨学金に関する情報提供を充実させる。 （69） 

  

  ⑳ 学生の「こころ」の健康支援 

 【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて，カウンセリング体制の充実，ピア・サポーターの

育成と活用，ピア・プレイスの運営などにより，学生の自己理解や自己決定，心理的

不適応等の諸問題に対する解決のための働きかけを継続するとともに，チューター等

との円滑な情報共有と支援体制の充実を図る。 

 【叡啓大学】 

■ 学生カウンセラーによる学生相談とともに，社会福祉法人「広島いのちの電話」と

連携した相談窓口の確保や，県立広島大学３キャンパスの学生支援担当者間との連携

や情報共有により，支援体制の充実を図る。                   （70） 
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Ⅵ 予算，収支計画及び資金計画 

 

１ 予算（令和４年度）  

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

収入  

運営費交付金収入 ３，９５９ 

学生納付金収入 １，７５０ 

診療センター収入 ２４ 

寄宿舎収入 ３５ 

その他の自己収入 １０８ 

目的積立金取崩 １４４ 

外部資金収入 １０６ 

補助金収入 ３９４ 

計 ６，５２３ 

 

区      分 金     額 

支出  

人件費 ３，９５３ 

一般管理費 ７４８ 

教育研究経費 ６１４ 

教育研究支援経費 ５４５ 

学生支援経費 １１３ 

診療経費 １０ 

寄宿舎経費 36 

外部資金事業費（受託等分） １０６ 

外部資金事業費（補助金分） 5 

施設整備費 ３８８ 

計 ６，５２３ 

注１） 収入について，運営費交付金収入は，標準運営費交付金収入のみを計上しており， 
    特定運営費交付金(退職手当・赴任旅費・授業料等減免等特定の経費に充当)収入は 
    計上していない。 

注２） 支出について，特定運営費交付金に係る支出は計上していない。 
注３） 外部資金には，科学研究費補助金(間接経費を除く。)を含まない。 
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２ 収支計画（令和４年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

費用の部  ６，１１７ 

経常費用 ６，１１７ 

業務費 ５，１３１ 

教育研究等経費 １，０３４ 

外部資金等経費 １４２ 

人件費 ３，９５３ 

一般管理費 ６８３ 

財務費用 ５ 

雑損 ０ 

減価償却費 ２９７ 

臨時損失 ０ 

 

 

区      分 金     額 

収入の部 ６，０００ 

経常収益 ６，０００ 

運営費交付金収益 ３，８５２ 

学生納付金収益 １，７５０ 

外部資金等収益 １０６ 

補助金等収益 ３６ 

資産見返運営費交付金戻入 １０６ 

資産見返物品受贈額戻入 １５ 

財務収益 １ 

雑益 １３１ 

臨時利益 ０ 

純利益 -１１６ 

目的積立金取崩額 １１２ 

総損失 -４ 

注１）収支計画と予算との額の違いは，資産取得及び減価償却に係るものである。 
注２）総損失は，借入金で取得した資産にかかる見込収益額と減価償却費等関連費用 

見込額との差によるものである。 
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３ 資金計画（令和４年度） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金     額 

資金支出 １１，７２３ 

業務活動による支出 ５，８１０ 

投資活動による支出 ５，７０７ 

財務活動による支出 ２０５ 

次期中期目標期間への繰越金 ０ 

資金収入 １１，４２３ 

業務活動による収入 ６，１３３ 

学生納付金収入 １，７５０ 

外部資金収入 １０６ 

運営費交付金収入 ３，９５９ 

雑収入 ３１６ 

投資活動による収入 ５，２９０ 

財務活動による収入 ０ 

注）資金計画と予算との額の違いは，資金運用に係るものである。 

 

 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額  
 

(１) 短期借入金の限度 
 

    ５億円 
 

(２) 想定される理由 
 

    運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れることが想定される。 
 

 

 Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画  

   

なし 

 

 

 Ⅸ 剰余金の使途  
   

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 
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Ⅹ 県の規則で定める業務運営に関する事項  
 

１ 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する

計画 
 
 前中期目標期間繰越積立金は，教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項 
 

   なし 

    
 


